
　令和7年2月末日現在、103病院が宣言され、認定取得に向けて勤務環境改善への取組みを開始されています。
　宣言書は、随時受付中です。未宣言の病院は、まずは「いきいき働く医療機関宣言書」をセンターに提出しましょう。

いきいき働く宣言医療機関 （令和7年2月末日現在） ※表示はセンターへの宣言書到着順

〜勤務環境改善で人材確保・定着へ。
改善に向けてまずは宣言を！〜
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「いきいき働く医療機関宣言」 受付中！

京都医療労務管理相談コーナー
TEL 075-354-8844　FAX 075-354-8834

京都府医療勤務環境改善支援センター
TEL 075-354-8830　FAX 075-354-8834
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月曜日～金曜日（土日祝日、年末年始を除く）９時30分～ 17時30分
COCON烏丸８階（京都市下京区烏丸通四条下ル水銀屋町620番地）
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「京都いきいき働く医療機関認定制度」
¥¥～より働きやすい働きがいのある職場を目指して～
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いきいき働く認定医療機関（基本認定：令和7年2月末現在）
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　当センターでは、平成29年1月から「京都いきいき働く医療機関認定制度」を開始しました。
　職員一人ひとりがいきいきと輝ける職場づくりに取組むことを宣言し、勤務環境改善に取組む病院をセンターが認定します。
　本制度により、自院の勤務環境における課題が明確になり、認定取得に向けた取組みを通じて職員のモチベーションを高め、さらには認定
取得により働きがい・働きやすさを広くアピールすることで、人材確保・定着に繋がります。
　センターでは、現在、下記の53病院を「いきいき働く基本認定医療機関」に認定しています。基本認定に必要な50項目が達成できましたら、
センターへ申請いただき、センターによる実施確認、認定審査会での審議を経て認定します。まずは取組みの初めとして宣言書をセンターにご
提出いただき、その後、基本50項目が達成できましたら、センターへ申請をお願いいたします。

宇治病院 学研都市
病院

精華町
国民健康保険
病院

医仁会武田
総合病院

洛西シミズ
病院

医療の現場では、人の命や健康にかかわる責任の重い業務内容に加え、高度化・複雑化する医療への対応や、職員間、患者・
家族との関わりなどから生じるストレスにより、メンタルに不調をきたす職員が増加しています。メンタルの不調は医療の安
全を脅かし、医療の質の低下を招く要因になることを念頭に置き、組織全体でメンタルヘルス対策に取組む必要があります。
上記を踏まえ、2025年1月29日（水）、ハートンホテル京都（ハイブリッド形式）において、西村 幸秀氏（西山病院院長）を講
師にお招きし、「経営者・管理職が知っておきたいメンタルヘルス対策」をテーマにご講演いただきました。

精神面における健康のこと。日本語では精神的健康、こころの健康と称されることが多い。精神疾患からの回復だけではなく、社会・職場・家庭等の環境に適応でき
ているか、いきいきと仕事ができているかといったポジティブな部分も含めた意味合いで使われることが少なくない。

医療従事者確保・定着のための経営・勤務環境改善研修会（第３回）

Ⅰ．メンタルヘルスについて

企業での「心の健康の保持増進」（メンタルヘルス対策の実施）

「メンタルヘルス不調」の定義

「メンタルヘルス」の定義

心の健康づくり
計画の策定

衛生委員会に
おける
調査・審議

４つの
ケア

セルフケア
（企業の職員）

ラインによるケア
（管理職）

企業内産業保健スタッフ等による
ケア（産業医、衛生管理者等）

企業以外の資源によるケア
（EAP等）

精神及び行動の障害に分類される精神障害や自殺のみならず、ストレスや強い悩み、不安など、労働者の心身の健康、社会生活及び生活の質に影響を与える可能性の
ある精神的及び行動上の問題を幅広く含むもの。

❶ メンタルヘルスケアの教育研修・情報提供（管理職を含む全ての職員が対応）

❷ 職場環境等の把握と改善（メンタル不調の未然防止）
❸ メンタルヘルス不調への気づきと対応（メンタル不調に陥る職員の早期発見と適切な対応）

❹ 職場復帰における支援

※個人情報の保護への配慮が必要 EAP：Employee Assistance Program（従業員支援プログラム）

ストレスチェック制度

厚生労働省による「労働者の心の健康保持増進のための指針」

e-ヘルスネット「厚生労働省 生活習慣病予防のための健康情報サイト」
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医療機関を対象とした勤務環境改善に関する研修会等を開催します。

勤務環境改善に関する研修会等の実施勤務環境改善推進員および社会保険労務士等のアドバイザーを
直接、医療機関へ派遣し、現状の勤務環境の把握、勤務環境改
善に関する相談・支援を行っています。
病院訪問：1病院

医療機関への病院訪問

「京都いきいき働く医療機関認定制度」を推進し、医療機関へ勤
務環境改善マネジメントシステムの導入の促進を図ります。

医療機関の勤務環境に係る実態把握
随時医業経営や労務管理のアドバイザーが医療機関からの勤務環境改善に関する相談、照
会等に対応すると共に、ニーズに応じて医療機関に勤務環境改善推進員、社会保険労務士
等のアドバイザーを派遣し、勤務環境改善のための取組みの支援を行っています。

勤務環境改善に取組む医療機関への個別支援・相談対応等

月
の
活
動
内
容

Ⅱ．就労・勤務におけるストレスについて

ストレスチェック制度について

ストレスにいかに早く気づき、対応するかが重要

就労・勤務におけるストレス

部下の不調・ストレス過多への気づき

労働安全衛生法改正 ～ストレスチェック義務化～

メンタルヘルス対策の体系（～次予防） ストレスチェック制度の創設

組織のガバナンスとメンタルヘルス ➡ 体系的な支援が必要

●  教育研修、
  情報提供と連携
●  セルフケア

●  過労、ストレス過多等による
  健康障害を未然に防止
●  ハラスメント対策

●  産業医・保健師の面談
●  心理職によるサポート

Ⅲ．パワーハラスメントについて

Ⅰ．勤怠管理
　  ❶ 突発休み、遅刻
　  ❷ 勤務時間の過重性

Ⅱ．業績・進捗管理
　  ❶ 日頃の仕事量（パフォーマンス）が落ちていないか。
　  ❷ 業務のスピード／質が低下していないか。

Ⅲ．元気な時と普段と何か異なる様子
　  ❶ 身だしなみ、挨拶、顔つきなど
　  ❷ 体調不良（不眠や食欲低下）を訴えた場合

Ⅳ．集団からの“ずれ”
　 普段との“ずれ”

➡ 相談と対応が重要だが、個人レベルでの対応の限界…

将来、自分家族が利用したい医療機関を目指す

ストレスチェック制度の目的
●  一次予防を主な目的とする（労働者のメンタルヘルス不調の未然防止）
●  労働者自身のストレスへの「気づき」を促す
●  ストレスの原因となる職場環境の改善につなげる

第１回ストレスチェック項目等に関する専門検討会資料（ 2014年7月7日）より

西山病院 西村幸秀先生の私見

厚生労働省ホームページより

「気づき」の
促進

職場環境
改善

心理的ストレス（職場・職場外） 育児・家事などの職場以外の労働 休日の過ごし方・ストレスの発散

うつ病
心身症
適応障害
依存症
など

サービス残業、交替制勤務・深夜勤務
休職者の穴埋め、人員不足、連続勤務、無理なシフト
労働環境・条件の悪化、人間関係の多様化
精神的緊張・ストレス過多（お客さま対応、パワハラ等）
→ QOLの低下
→ 退職・転職（立ち去り型）

遺伝、年齢・性別
喫煙歴、飲酒歴
食習慣、運動習慣

血液粘度の上昇

動脈硬化の進行

小血管の閉塞

過労死 脳卒中・心筋梗塞

疲労の蓄積・過労、ストレス過多業務負荷の増加 残業時間の増加 睡眠時間の短縮

作業能力の低下 勤務状況労働環境の負荷 ストレス関連疾患 高血圧 高血糖・糖尿病 脂質異常症

不安感、焦り、悲しみ、怒り等 無気力、抑うつ感等

昼夜逆転、孤立、ひきこもり、飲酒、喫煙、過食・拒食、浪費等

心拍数増加、血圧上昇等 頭痛、胃痛、下痢等

急性ストレス反応  ～1ヶ月 慢性ストレス反応（いわゆる適応障害）  1ヶ月 ストレス関連疾患

心理的反応

行動的反応

生理的反応

循環器疾患
消化器疾患
筋骨格系疾患
精神疾患（うつ病、PTSD、等)
など

メンタルヘルス不調の未然防止
ストレスマネジメント向上、日常生活の環境等の把握と改善

メンタルヘルス不調の
早期発見と適切な対応 日常生活への復帰を支援1次予防

ストレスマネジメント 日常生活の環境整備 組織のガバナンス 支援者による相談対応 復帰プラン作成 医療との連携

リワーク 再発予防

2次予防 3次予防

レジリエンス
精神科・心療内科など

個人 組織

●  一次予防を主な目的とする（労働者のメンタルヘルス不調の未然防止）
●  労働者自身のストレスへの気づきを促す
●  ストレスの原因となる職場環境の改善につなげる

ストレスチェックの実施等が義務となる （施行日 2015年12月1日）

パワーハラスメント（パワハラ）とは？

同じ職場で働く者に対し、職場内の優位性（職務上の地位や人間関係など）を背景に業務の適性な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える
又は職場環境を悪化させる行為。
※人間関係や専門知識などの「優位性」も含まれる。  ※不満を感じたりする指示や注意・指導であっても、「業務の適性な範囲」であれば必ずしもパワハラとは言えない。
※上司から部下に行われるものだけではなく、先輩・後輩間や同僚間、部下から上司に対して、なども含まれる。

Ⅳ．まとめ
●  医療機関にもガバナンス・安全配慮義務がある
●  パワハラによるメンタル不調者が増加している
●  ストレスチェック制度でガバナンスを効かす事で医療機関と職員のWin-Winな関係も期待できる
※普段から職場でのコミュニケーションを  ※健康・メンタル面で心配な場合、産業医等に相談  ※職員・管理職自身の健康管理に留意を（退出X）

安全配慮義務

●  事業者は「労働者が業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の健康を損なうことがないよう注意する義務」がある。
●  管理監督者は、事業者に代わって上記の安全配慮義務（注意義務）の内容を実行する責任がある。

パワーハラスメントの具体例

●  常時使用する労働者に対して、医師、保健師等による心理的な負担の程度を把握するための検査（ストレスチェック）を実施することが
事業者の義務となります。（労働者数50人未満の事業場は当分の間努力義務）

●  検査結果は、検査を実施した医師、保健師等から直接本人に通知され、本人の同意なく事業者に提供することは禁止されます。
●  検査の結果、一定の要件に該当する労働者から申出があった場合、医師による面接指導を実施することが事業者の義務となります。
また、申出を理由とする不利益な取扱いは禁止されます。

●  面接指導の結果に基づき、医師の意見を聴き、必要に応じ就業上の措置を講じることが事業者の義務となります。

●  襟元をつかむ、髪を引っ張る、ファイルを投げつける身体的な攻撃
●  1人では無理だと分かっている仕事を１人でやらせる
●  休日出勤しても終わらない業務の強要過度の要求

●  ミスを皆の前で責める、必要以上に謝罪させる精神的な攻撃
●  看護師なのに看護補助の仕事などを強要する
●  事務職なのに、清掃ばかりさせる過小な要求

●  報告した業務へ返答をしない、部署の食事会に誘わない
●  他の職員に「手伝いをするな」と言う人間関係からの切り離し

●  交際相手の有無について聞かれ、過度に結婚を推奨する
●  個人の宗教を皆の前で言われ、否定、悪口を言う個の侵害

本制度の
目的


